
令和６年度

第１８回大分県教育委員会 議事録

日 時 令和６年１２月２０日（金）

     開会１３時５５分  閉会１４時５６分

場 所 教育委員室
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    令和６年度

      第１８回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

   第１号議案 教職員の懲戒処分について

   第２号議案 教職員の懲戒処分について

   第３号議案 教職員の懲戒処分について

   第４号議案 教職員の懲戒処分について

   第５号議案 教職員の懲戒処分について

   第６号議案 令和７年度大分県教育庁職員定期人事異動方針について

   第７号議案 技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正について
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【内 容】

１ 出席者

   

教育長 山 田 雅 文

委 員（教育長職務代理者）         岩 崎 哲 朗

        委 員                                       高 橋 幹 雄

        委 員                                       鈴 木   恵

       委 員                                       岩 武 茂 代

      委 員                   岡 田 豊 弘

事務局  教育次長兼福利課長                        大 和 孝 司

        教育次長                                     山 田 誠 司

        教育次長                                     武 野   太

参事監兼文化課長                           三 重 野 誠

参事監兼体育保健課長            佐 保 宏 二

       教育デジタル改革室             内 田   潔

教育人事課長 吉 雄 幸 平

教育財務課 深 藏 亮 一

学校安全・安心支援課長           佐 藤   潔

義務教育課長兼幼児教育センター所長     小 野 勇 一

特別支援教育課長              坂 本 忠 史

高校教育課長                小 野 和 正

社会教育課長 矢 野   修

      人権教育・部落差別解消推進課長 首 藤 一 郎

教育人事課 人事企画監                     中 川 忠 志

教育改革・企画課 課長補佐（総括）           新 貝   隆

       教育改革・企画課 主査                       久知良 周平

      教育改革・企画課 主査                       穴見 ひとみ

２ 傍聴人                          ２ 名   
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開会・点呼

（山田教育長）

   委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

（山田教育長）

   また、１２月２６日をもって岩崎委員の任期が満了するため、今回が最後の教

育委員会会議出席となりますので、会議の最後に、一言ご挨拶をいただきたいと

思います。

（山田教育長）

   ただ今から令和６年度第１８回教育委員会会議を開催します。

署名委員指名

（山田教育長）

  議事録の署名については、鈴木委員にお願いします。

会期の決定

（山田教育長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。

会議の終了は１４時４０分を予定していますので、よろしくお願いします。

議       事

（山田教育長）

   始めに、会議は原則として公開することとなっていますが、第１号議案から第

５号議案は、人事に関する案件でありますので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第１４条第７項ただし書の規定により、これを公開しないことについ

て、委員の皆さんにお諮りいたします。

賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）全員挙手
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（山田教育長）

第１号議案から第５号議案を非公開といたします。

（山田教育長）

本日の議事進行は、始めに非公開による議事を行い、次に公開による議事を行

い、先ほど申しましたとおり、最後に岩崎委員から一言ご挨拶をいただきたいと

思います。

傍聴人の方は、この後の非公開の議事の審議中は一旦退出となりますが、ご了

承ください。

（山田教育長）

   それでは、非公開の議事を行いますので、傍聴人は一旦退出してください。

【議 案】

第１号議案 教職員の懲戒処分について

（２課〔教育改革・企画課、教育人事課〕入室）

（山田教育長）

   まず、第１号議案「教職員の懲戒処分について」教育人事課長から説明をして

ください。

（説 明）

（山田教育長）

ただ今説明のありました第１号議案について、審議したいと思います。

ご質問・ご意見等はありませんか。

（質問・意見）

（山田教育長）

   他にありませんか。

   それでは、第１号議案の承認についてお諮りいたします。

承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）全員挙手

（山田教育長）

第１号議案については、提案のとおり承認します。
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第２号議案 教職員の懲戒処分について

（２課〔教育改革・企画課、教育人事課〕入室）

（山田教育長）

   まず、第２号議案「教職員の懲戒処分について」教育人事課長から説明をして

ください。

（説 明）

（山田教育長）

ただ今説明がありました議案について、審議を行います。

ご質問・ご意見はありませんか。

（質問・意見）

（山田教育長）

   他にありませんか。

   それでは、第２号議案の承認についてお諮りいたします。承認される委員は挙

手をお願いします。

（採 決）全員挙手

（山田教育長）

第２号議案については、提案のとおり承認します。

第３号議案 教職員の懲戒処分について

（２課〔教育改革・企画課、教育人事課〕入室）

（山田教育長）

   まず、第３号議案「教職員の懲戒処分について」教育人事課長から説明をして

ください。

（説 明）

（山田教育長）

ただ今説明がありました議案について、審議を行います。

ご質問・ご意見はありませんか。

（質問・意見）
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（山田教育長）

   他にありませんか。

   それでは、第３号議案の承認についてお諮りいたします。承認される委員は挙

手をお願いします。

（採 決）全員挙手

（山田教育長）

第３号議案については、提案のとおり承認します。

第４号議案 教職員の懲戒処分について

（２課〔教育改革・企画課、教育人事課〕入室）

（山田教育長）

   まず、第４号議案「教職員の懲戒処分について」教育人事課長から説明をして

ください。

（説 明）

   

（山田教育長）

ただ今説明がありました議案について、審議を行います。

ご質問・ご意見はありませんか。

（質問・意見なし）

（山田教育長）

   それでは、第４号議案の承認についてお諮りいたします。

承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）全員挙手

（山田教育長）

第４号議案については、提案のとおり承認します。
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第５号議案 教職員の懲戒処分について

（２課〔教育改革・企画課、教育人事課〕入室）

（山田教育長）

   まず、第５号議案「教職員の懲戒処分について」教育人事課長から説明をして

ください。

（説 明）

（山田教育長）

ただ今説明がありました議案について、審議を行います。

ご質問・ご意見はありませんか。

（質問・意見）

（山田教育長）

   他にありませんか。

   それでは、第５号議案の承認についてお諮りいたします。

承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）全員挙手

（山田教育長）

第５号議案については、提案のとおり承認します。

（山田教育長）

   では、これから公開の議事を行います。

   傍聴人の入場がありますので、少しお待ちください。

第６号議案 令和７年度大分県教育庁職員定期人事異動方針について

（２課〔教育改革・企画課、教育人事課〕入室）

（山田教育長）

   まず、第６号議案「令和７年度大分県教育庁職員定期人事異動方針について」

教育人事課長から説明をしてください。

（中川人事企画監）

   ここからは、教育人事課長 吉雄に替わりまして、教育人事課人事企画監の中

川が説明します。
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資料１ページ 第６号議案 「令和７年度 大分県教育庁職員定期人事異動方

針について」説明します。

資料２ページをお開きください。

この異動方針は、教育庁本庁及び地方機関、学校を除く教育機関職員の定期人事

異動にあたり、「第１ 基本方針」、同ページ下段「第２ 昇任等」、３ページ

中ほどの「第３ 異動」、４ページ中ほどの「第４ 退職」の４つの項目につい

て、毎年定めているものです。

では、昨年度との変更点、主に２点について、説明します。

資料５ページ 新旧対照表をご覧ください。

この表は、左側が今年度、右側が今回ご審議いただく「令和７年度異動方針（案）」

です。

まず、１点目ですが、６ページ中ほど、「第３ 異動」の「４」新採用職員の

異動周期についてです。

  １つ目の○、本庁・地方機関・教育機関に配置された新採用職員は、これまで

「原則２年」で学校等へ異動することとしていましたが、これを「原則２年から

３年」に変更したいと考えています。

理由としましては、人材育成のため、採用からできるだけ早い時期に教育委員

会と学校の両方を経験させるという原則に変更はありませんが、本人の適正や希

望等を踏まえ、柔軟な配置を可能とするものです。

続いて、２点目です。

  「６」の学校事務職と教育事務職の人事交流について、人材育成の前に「学校

経営に資する」を加えるとともに、県立学校事務室及び学校支援センター等の更

なる機能充実の後に「体制強化」を加えています。

理由としては、学校事務職及び教育事務職に必要な人材像を明確化し、その育

成を図るため、教育庁、県立学校事務室及び小中学校や学校支援センター間の人

事交流をさらに推進したいと考えています。

併せて、より多くの職員が多様な業務を経験することにより、多角的な視点を

持つ職員の育成を図り、それぞれの所属の機能充実だけでなく、ミス防止など所

属としての体制強化を図るものです。

その他、年度及び字句の修正を行っています。

以上、ご審議をお願いします。

（山田教育長）

ただ今説明がありました議案について、審議を行います。

ご質問・ご意見はありませんか。

（質問・意見なし）

（山田教育長）

   それでは、第６号議案の承認についてお諮りいたします。
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承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）全員挙手

（山田教育長）

第６号議案については、提案のとおり承認します。

第７号議案 技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正について

（２課〔教育改革・企画課、教育人事課〕入室）

（山田教育長）

   まず、第７号議案「技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正につ

いて」教育人事課長から説明をしてください。

（中川人事企画監）

   第７号議案「技能労務職員の給与及び旅費に関する規則の一部改正」について

説明します。

資料１３ページの改正概要をご覧ください。

２の改正内容ですが、技能労務職員に適用する給料表は、行政職給料表を基に

作成しています。

  人事委員会勧告をふまえ、「職員の給与に関する条例」の行政職給料表が改正

され、平均で２.９６％引上げとなったことから、技能労務職給料表につきまして

も、これに準じて引上げ改定するものです。

施行期日については、給与条例の施行日と合わせることとし、遡及して令和６

年４月１日から適用するものです。

なお、この改正は、知事部局の取扱いに準じて行うものです。

以上、ご審議をお願いします。

（山田教育長）

ただ今説明のありました議案について、審議を行います。

ご質問・ご意見はありませんか。

（質問・意見なし）

（山田教育長）

   他にありませんか。

   それでは、第７号議案の承認についてお諮りいたします。

承認される委員は挙手をお願いします。
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（採 決）全員挙手

（山田教育長）

第７号議案については、提案のとおり承認します。

（山田教育長）

  最後にその他、何かありますか。

（山田教育長）

  では最後に、岩崎委員からご挨拶をいただきたいと思いますので、お願いいた

します。

（岩崎委員）

  私はこの１２月２６日をもちまして、４期１６年間務めてまいりました大分県

教育委員会の委員を退任することになりました。この間、教育委員長も経験

させていただきました。在任期間中は、県教委の皆様方の御理解と力添えを受け、

教育委員として微力を尽くすことができ、幸いなことに大過なく任期を満了する

ことができます。これまで皆様に賜りました御支援、御厚情に厚く感謝し、御礼

を申し上げる次第です。

  顧みますと、私が教育委員に選任されたのは、平成２０年に大分県の教育委員

会で贈収賄事件が発生・発覚し、この件に関する問題に対処しなければいけない

ということから、法律の専門家としての弁護士を教育委員に選任するに至ったと

いう事情があります。

選任当初は、教員の採用等の汚職事件への対処が大きな問題だったわけですが、

この対応についても、歴代の教育長、教育委員長、教育委員の皆様、教育委員会

の職員の皆様、そして、教員の方々の積極的な協力を受けることができ、なんと

か乗り越えることができた、というのが実感です。

この事件に関連する諸問題にあたっては、教育委員会で起こった問題として、

  教育委員会の内部で責任を果たしていこうという強い思いを、教育委員会の皆様

  方が一致して持っていたということが、私としては非常にすばらしい教育委  

  員会のまとまりだと感じたものです。

この大分県教育委員会においては、色々な教育委員の皆様方と御厚誼をいただ

きました。それぞれの教育委員の皆様方は、極めて高い識見と、レイマンとして

の自覚を持っており、執行機関である教育委員会の一員として、このような教育

委員の皆様と御厚情を交わすことができたことは、私としては非常にありがたい、

そして誇りに思うところです。

また、教育委員会の職員の方々との間で、非常に強い連帯感を持てたことも、

私としてはありがたいと思っています。移動教育委員会、そして地域別意見交換

会、学校訪問など、現場に赴き、現場の状況を把握することができました。教員

の皆様方から意見を聞いたり、児童・生徒と接したりできたことも、教育委員と
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しての活動に役立つだけではなく、私の視野を広げてくれたと思っています。

この１６年間で、世の中は急激に変わりました。グローバル化が叫ばれていま

すが、大分県の教育においてはグローバル化に対応する取組はうまく成されてい

るというのが私の実感です。一方、少子高齢化は限界集落の増大、消滅集落への

転落と、段階的になる寸前にまで来ているのではないかと思っています。このよ

うな状況の中、少人数クラスの児童・生徒に対し、どのような対応をするかとい

う、教育現場での喫緊の課題が、我々に突き付けられているという状況です。県

教育委員会の立場からすると、学校の統廃合を避けられない地域もあり、今後ま

た、皆様方が対応に取組んでいかなければならない状況にあると感じている次第

です。

この中で、県教育委員会は率先して ICT 化の進展等の状況に適切に対処してお

り、アクティブラーニング、一人一台端末の導入等を行ってきています。私は、

このような教育委員会の皆様方と一緒に、教育委員として１６年間務めることが

できましたが、子どもたちの幸福をどうやって実現するのか、という共通の思い

を原点とされている大分県教育委員会の関係者の皆様方の気持ち、この気持ちを

もって、チーム教育委員会の一員として、その末端に私を交えていただいたこと

に、心から嬉しい思いを抱いているところです。

これからは、教育委員として教育行政を執行する皆様方の立場とは離れること

になりますが、大分県の教育がさらに充実・発展して、大分県の将来、ひいては

国の将来を担う子どもたちが、自らの立場・役割をきちんと自覚したうえで、能

力を発揮できるような、そのような教育をこれまで以上に皆様方が推進してくれ

ることを、見守っていきたいと思います。

そして、教育を通じて、県内の各地域が活力を増していくことができれば、嬉

  しいことだと思うところです。

大分県の教育委員会の皆様方には、引き続き御厚誼をいただきますよう、心か

らお願いするところです。皆様方の益々の御健勝と御活躍をお祈りし、退任にあ

たっての御挨拶とさせていただきます。

本当に、長い間ありがとうございました。

（山田教育長）

   １６年間お疲れさまでした。しっかりと今のお言葉を胸に刻んで、今後の教育

行政を進めていきたいと思っています。

   長い間、ありがとうございました。

（山田教育長）

  それでは、これで令和６年度第１８回教育委員会会議を閉会します。

  ありがとうございました。


